
 

 

 

 

 

 

今後の学制等の在り方について 
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１．我が国の学制の変遷、
諸外国の学制

提言事項 取組状況

幼児教育

・４，５歳児から小学校低学年まで一貫する学校
＜S46中教審答申＞

・幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続
＜H20中教審答申＞

・就学前の教育・保育を一体として捉えた総合施設の制度設
計を検討 ＜H17中教審答申＞

・幼児教育の無償化を実現
＜H20教育再生懇談会第一次報告＞

・幼児教育無償化の段階的実施
＜H25幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党実務者連絡会議取りまとめ＞

→

○幼小の円滑な連携を幼稚園教育要領・学習指導要領に
規定＜H20＞

○認定こども園制度を創設
＜H18 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的
な提供の推進に関する法律」制定、H24一部改正法制定
＞

○幼児教育無償化に関する「環境整備」
＜H26予算において就園奨励費補助の拡充＞

中高一貫
教育

・中高一貫学校の先導的試行＜S46中教審答申＞
・６年制中等学校の導入＜S60第一次臨教審答申＞
・中高一貫教育の導入＜H9中教審答申＞

→
○中高一貫教育制度を導入

＜H10（学校教育法改正）＞

6-3-3関連

・小中・中高の区切りの変更 ＜S46中教審答申＞
・９年制の義務教育学校の導入、カリキュラム区分の弾力化
＜H17中教審答申＞
・小中一貫教育の推進 ＜H19教育再生会議第三次報告＞

→

○研究開発学校を活用した小中高の区分の変更の研究
＜S51～＞

○教育課程特例校制度を活用した小中連携の取組の促進
＜H20～＞

高大連携

・大学入学以前の学習成果の単位認定 ＜H3中教審答申＞
・生徒の学校外における学修等の単位認定を積極的に検討

＜H8中教審答申＞
・高校段階の生徒に大学レベルの教育に触れる機会を提供

＜H10大学審答申＞
・高校段階の生徒に大学レベルの教育を履修する機会の拡大
＜H11中教審答申＞

→

○入学前既修得単位の大学における認定
＜H3（大学設置基準改正）＞

○生徒の学校外における学修の単位認定の対象の範囲を
大学等に拡大＜H10（学校教育法施行規則改正）＞
○上記学修の認定単位数の拡大

＜H17（学校教育法施行規則改正）＞

我が国の学制の変遷（主な答申等と文科省の取組状況）
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提言事項 取組状況

職
業
教
育

・技術専門の学校の創設 ＜S32中教審答申＞
・中等教育から前期高等教育までの一貫教育を他の目的、専門分
野へ拡大 ＜S46中教審答申＞
・高等専門学校の分野の制限の廃止 ＜H3大学審答申＞

→
○高等専門学校制度を創設 ＜S36（学校教育法改正）＞
○高等専門学校の学科規制撤廃

＜H3（高等専門学校設置基準改正）＞

・各種学校は数及び種類が多いため、実態を調査し、制度を検討
＜S30中教審答申＞
・各種学校のうち後期中等教育段階の青少年を対象とする課程に
ついては、必要な基準を整備 ＜S41中教審答申＞

→ ○専修学校制度を創設 ＜S51（学校教育法改正）＞

・職業実践的な教育に特化した新たな枠組みの整備
＜H23中教審答申＞

→
○職業実践専門課程制度を創設

＜H25（文部科学省告示）＞

飛
び
入
学
・
飛
び
級

（高校→大学（学部））
・能力に応じて進級・進学に例外的な措置を認める

＜S46中教審答申＞
・飛び入学ができるよう大学入学年齢制限を撤廃

＜H12教育改革国民会議報告＞
・飛び級、飛び入学の促進 ＜H19教育再生会議第三次報告＞

（学部→大学院）
・優れた学部３年次修了者に大学院進学を認める措置

＜S61臨教審第二次答申＞

→

（高校→大学（学部））
○数学又は物理分野に限定して大学への飛び入学を制度化
＜H9（学校教育法施行規則改正）＞
○対象分野の制限を撤廃し、法律上の位置付けを明確化

＜H13（学校教育法改正）＞

（学部→大学院）
○大学院への飛び入学を制度化

＜H1 （学校教育法施行規則改正）＞
○大学の早期卒業制度を導入

＜H11（学校教育法改正）＞
○法律上の位置づけを明確化 ＜H13（学校教育法改正）＞

国名
イギリス
(2013年）

ドイツ
（2013年）

フランス
（2013年）

オランダ
（2013年）

フィンランド
（2012年）

学 制 6-5-2

4－5/6/8/9，
6－4/6/7

（州や学校種に
より異なる）

5－4－3
8－4/5/6

（学校種により
異なる）

6－3－3

義務教育
期間

5歳から16歳
（11年間）

※2015年までに18歳まで教育

又は訓練を受けることを義
務化

6歳～15歳（16歳）
（9～10年間）
※州により異なる

6歳から16歳
（10年間）

5歳～18歳又は基礎資格取得ま
で

（最長13年間）
※ただし、初等教育の開始は4歳から
※2007年に現在の制度に変更

7歳から16歳
（9年間）

学校教育に
おける

無償期間

5歳から18歳
（初等中等教育）

5歳（6歳）から高等
教育段階まで無償

※州により異なる

すべての教育段階で公教育
は原則無償。

4歳から18歳までの最長14年間
6歳から高等教育段階ま
で無償。

職業教育を
主とする学校が

登場する教育段階
後期中等教育 後期中等教育 後期中等教育 前期中等教育 後期中等教育

各国の学制のイメージ

は無償化部分
は義務教育部分

※代表的な大学までの
進学経路を示しており、
正確な学校系統図は参
考資料集を参照
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大学予科
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初等学校

リセ

コレージュ

小学校

ギムナジウム

観察指導段階

基礎学校初等学校

総合制
中等学校

シックスフォーム

諸外国の学校制度①（主に初等中等教育）
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国名
アメリカ

(2013年）
ロシア

(2011年）
シンガポール

（2013年）
韓国

(2013年）
中国

（2013年）
日本

学 制

5－3－4、4－4－4、
6－3－3、6－2－4、

6－6、8－4  等
（学区により異なる）

4－5－2(3)
（ただし、9年制

あるいは11年制の
学校が一般的）

6－4－2（3）、
6－5－2（3）、

6－6
6－3－3

6－3－3
（一部地域で

5－4－3）
6－3－3

義務教育
期間

5～8歳から16～18歳
（10～13年間）

※州により異なる

※最近20年で約3分の1の州
が義務教育期間を延長

6歳6か月から17歳6か月
（11年間）

6歳から12歳
（6年間）

※2003年より初等教育を義務
化

6歳から15歳
（9年間）

6歳から15歳
（9年間）

6歳から15歳
（9年間）

学校教育に
おける

無償期間

5～18歳
（幼稚園（5歳児）～

ハイスクール）

原則6～17歳

（基礎学校・初等中等教
育学校の第1～11学年）

6～12歳
（初等学校）

3～15歳
（幼稚園～中学校）

※私立幼稚園についても段階
的な無償化を導入中。高等学
校の無償化についても検討中

6～15歳
（小学校～初級中学）

6～18歳
（小学校～高等学校）

※高等学校は所得制限があ
る

職業教育を
主とする学校が

登場する教育段階
後期中等教育 後期中等教育 前期中等教育 後期中等教育 後期中等教育 後期中等教育

各国の学制のイメー
ジ

は無償化部分
は義務教育部分

※代表的な大学まで
の進学経路を示して
おり、正確な学校系統
図は参考資料集を参
照
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初等中等
教育学校

大学総合大学 大学大学 大学

ミドルスクール

ハイスクール

初等学校

ジュニアカレッ
ジ

中等学校

初等学校

中学校

高等学校

小学校

初級中学

高級中学

小学校

中学校

高等学校

５

諸外国の学校制度②（義務教育年数と開始年齢）

5年（3か国） バングラデシュ，マダカスカル，ラオス

6年（8か国） アラブ首長国連邦，イラク，コンゴ民主共和国，サウジアラビア，シンガポール，フィリピン，ベナン，マレーシア

7年（1か国） モザンビーク

8年（7か国） イラン，インド，エチオピア，クウェート，クロアチア，ケニア，マケドニア

9年（3４か国）

アフガニスタン，イエメン，インドネシア，エクアドル，エジプト，エストニア，オーストリア，韓国，カンボジア，キューバ，グアテマラ，
ジブチ，スイス，スウェーデン，スリランカ，スロベニア，タイ，チェコ，チュニジア，中国，ドイツ（一部の州では10年），ナイジェリ
ア，バーレーン，フィンランド，ブラジル，ブルネイ，ベトナム，ポルトガル，南アフリカ，メキシコ，モロッコ，モンゴル，リビア，リト
アニア

10年（19か国）
アイスランド，アイルランド，イタリア，オーストラリア，カナダ（一部の州は12年），ガボン，ギリシャ，コートジボワール，コロンビ
ア，スペイン，スロバキア，デンマーク，トルクメニスタン，ニュージーランド，ノルウェー，フランス，ブルガリア，ボツワナ，ヨルダ
ン

11年（5か国） アゼルバイジャン，イギリス，イスラエル，カザフスタン，ラトビア

12年（8か国） ウズベキスタン，カタール，北朝鮮，チリ，トルコ，ペルー，ベルギー，ポーランド

13年（3か国） アルゼンチン，オランダ，ハンガリー

【義務教育年数】

5歳（11か国） アルゼンチン，イギリス，イスラエル，オランダ，北朝鮮，ギリシャ，コロンビア，スリランカ，ハンガリー，ペルー，ラトビア

6歳（66か国）

アイスランド，アイルランド，アゼルバイジャン，アフガニスタン，アラブ首長国連邦，イエメン，イタリア，イラク，イラン，インド，ウ
ズベキスタン，エクアドル，エジプト，オーストラリア，オーストリア，カタール，カナダ，ガボン，韓国，カンボジア，キューバ，ク
ウェート，クロアチア，ケニア，コートジボワール，コンゴ民主共和国，サウジアラビア，ジブチ，シンガポール，スイス，スロバキ
ア，スロベニア，タイ，チェコ，チュニジア，チリ，中国，デンマーク，ドイツ，トルコ，ナイジェリア，ニュージーランド，ノルウェー，
バーレーン，バングラデシュ，フィリピン，ブラジル，フランス，ブルガリア，ブルネイ，ベトナム，ベナン，ベルギー，ボツワナ，
ポーランド，ポルトガル，マダカスカル，マレーシア，南アフリカ，メキシコ，モザンビーク，モロッコ，モンゴル，ヨルダン，ラオス，
リビア

7歳（11か国）
インドネシア，エストニア，エチオピア，カザフスタン，グアテマラ，スウェーデン，スペイン，トルクメニスタン，フィンランド，マケド
ニア，リトアニア

【義務教育開始年齢】

ユネスコやEUなどの公表資料に基づき学校制度の概要が分かる国（88か国）について作成
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学校系統図
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年 齢
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主要な学校種（公立）の学校数の推移

1980年 2010年

6年制小学校 25,010校 11,018校

8年制学校 6,710校 6,192校

5年制小学校 9,852校 24,999校

（5年制小学校は1982年の数値）

下級ハイ 5,890校 2,855校

ミドルスクール 6,003校 13,045校

上級下級併設 3,677校 3,100校

4年制ハイ 8,175校 15,413校

上級ハイ 2,583校 908校

諸外国の学校制度③（アメリカの学制）

出典：NCES, Digest of Education Statistics, 各年版

出典：ECS, Compulsory School Age Requirements (April, 2013)

アメリカの義務教育年数

開始年齢 終了年齢 開始年齢 終了年齢 開始年齢 終了年齢 開始年齢 終了年齢 開始年齢 終了年齢

アラスカ 7 16 アリゾナ 6 16 アラバマ 6 17 アーカンソー 5 17 コネチカット 5 18

アイダホ 7 16 フロリダ 6 16 コロラド 6 17 カリフォルニア 6 18 ワシントンD.C. 5 18

インディアナ 7 16 ジョージア 6 16 デラウェア 5 16 ハワイ 6 18 ニューメキシコ 5 18

ミネソタ 7 16 イリノイ 7 17 カンザス 7 18 ネブラスカ 6 18 オクラホマ 5 18

モンタナ 7 16 アイオワ 6 16 ルイジアナ 7 18 ニューハンプシャー 6 18 バージニア 5 18

ノースカロライナ 7 16 ケンタッキー 6 16 メリーランド 5 16 オハイオ 6 18

ノースダコタ 7 16 メイン 7 17 ミシシッピ 6 17 サウスカロライナ 5 17

ペンシルバニア 8 17 マサチューセッツ 6 16 ネバダ 7 18 サウスダコタ 6 18

ワイオミング 7 16 ミシガン 6 16 オレゴン 7 18 テキサス 6 18

ミズーリ 7 17 テネシー 6 17 ユタ 6 18

ニュージャージー 6 16 ウィスコンシン 6 18

ニューヨーク 6 16

ロードアイランド 6 16

バーモント 6 16

ワシントン 8 18

ウェストバージニア 6 16

13年間

9州 16州 10州 11州 5州（ワシントンD.C.を含む）

9年間 10年間 11年間 12年間
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２．子供の発達、幼児教育、
高校生等への修学支援等

女子：昭23と平25との間の変化を比較すると、身長の伸び
の大きい時期が早まっている。11～13歳 → 10～11歳

男子：昭23と平25との間の変化を比較すると、身長の伸び
の大きい時期が早まっている。14～15歳 → 12～13歳

子どもの身体的成長（身長・体重）は幼児期から約２歳早くなっている
男女児童の身長・体重平均値

出典：昭和23年(1948年)度 及び 平成25年(2013年)度 学校保健統計調査より

【男子】
伸び
(cm)

身長
(cm) 【女子】

伸び
(cm)

身長
(cm)

【男子】
増加
(kg)

体重
(kg)

男子：昭23と平25との間の変化を比較すると、体重の伸び

の大きい時期が早まっている。14～16歳 → 12～15歳

女子： 昭23と平25との間の変化を比較すると、体重の伸び

の大きい時期が早まっている。12～15歳 → 11～12歳

【女子】
増加
(kg)

体重
(kg)
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栄養や情報刺激が重要であると言われている。

日本女性の初潮年齢の推移

出典：第16回教育再生実行会議 無藤隆白梅学園大学教授提出資料

性的成熟は昭和の初めと比べて 1980年代までに約２歳早くなっている

12

1967年から1988年に掛けて、1歳近く読みが早まった（1967年5歳児の成績は1988年
4歳児相当）。1988年から2005年に掛けて、読みが半年ほど早まったと見られる
（1988年5歳児の成績は、2005年の4歳児と5歳児のほぼ中間）。

３・４・５歳児の読み書き能力の経年比較
かな文字の読みは半世紀ほどで約２歳早くなった

出典：第16回教育再生実行会議 無藤隆白梅学園大学教授提出資料
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○ ３歳以上児の多く（４歳以上児はほとんど）が保育所又は幼稚園に入所
○ ３歳未満児（０～２歳児）で保育所に入所している割合は約２割

就学前教育・保育の実施状況（平成24年度）

※保育所の数値は平成24年の「待機児童数調査」（平成24年4月1日現在）より。
４・５歳は「社会福祉施設等調査」（平成24年10月1日現在）の年齢別割合を乗じて推計。
※幼稚園の数値は平成24年度「学校基本調査報告書」（平成24年5月1日現在）より。
なお、「幼稚園」には特別支援学校幼稚部を含む。

※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計年報（平成23年10月1日現在）より。
※「推計未就園児数」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数及び保育所在所児数を差し
引いて推計したものである。
※「社会福祉施設等調査」については、東日本大震災の影響により調査を実施していない
ところがある。
※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。

幼稚園
就園率

保育所
入所率

未就園率 該当年齢人口

0歳児 0 人 0.0% 109,000 人 10.2% 959,000 人 89.8% 1,068,000

1歳児 0 人 0.0% 309,000 人 29.6% 736,000 人 70.4% 1,045,000

2歳児 0 人 0.0% 381,000 人 36.5% 664,000 人 63.5% 1,045,000

3歳児 442,508 人 41.2% 457,000 人 42.6% 174,492 人 16.2% 1,074,000

4歳児 566,985 人 53.0% 465,000 人 43.5% 38,015 人 3.6% 1,070,000

5歳児 594,732 人 56.0% 456,000 人 42.9% 11,268 人 1.1% 1,062,000

合計 1,604,225 人 25.2% 2,177,000 人 34.2% 2,582,775 人 40.6% 6,364,000

うち0～2歳

児 0 人 0.0% 799,000 人 25.3% 2,359,000 人 74.7% 3,158,000

うち3～5歳

児 1,604,225 人 50.0% 1,378,000 人 43.0% 223,775 人 7.0% 3,206,000

推計未就園児数
幼稚園
在園者数

保育所
在所児数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3歳児

4歳児

5歳児

41.2%

53.0%

56.0%

42.6%

43.5%

42.9%

16.2%

3.6%

1.1%

【３～５歳児】＜学年齢別＞

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0歳児

1歳児

2歳児

0.0%

0.0%

0.0%

10.2%

29.6%

36.5%

89.8%

70.4%

63.5%

【０～２歳児】

幼稚園就園率 保育所入所率

就学前教育・保育の実施状況

幼稚園及び保育所に通う園児数の公私別割合

出典：学校基本調査、厚生労働省「保育所関連状況取りまとめ（平成25年4月1日）」

国公立
17.7%

(279,949人)

私立
82.3%

(1,303,661人)

幼稚園(H25.5現在)

公立
38.3%

(849,632人)私立

61.7%
(1,369,949人)

保育所(H25.4現在)

幼稚園児の約8割、保育所児童の約6割は私立に通う
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都道府県
認
定
数

都道府県
認
定
数

都道府県
認
定
数

北海道 72 石川県 9 岡山県 17 
青森県 23 福井県 10 広島県 39 
岩手県 30 山梨県 6 山口県 11
宮城県 14 長野県 15 徳島県 69
秋田県 37 岐阜県 9 香川県 1 
山形県 21 静岡県 23 愛媛県 16 
福島県 35 愛知県 24 高知県 20 
茨城県 99 三重県 5 福岡県 40 
栃木県 25 滋賀県 25 佐賀県 38 
群馬県 30 京都府 2 長崎県 56 
埼玉県 38 大阪府 51 熊本県 6
千葉県 27 兵庫県 118 大分県 33 
東京都 103 奈良県 12 宮崎県 42 

神奈川県 43 和歌山県 13 鹿児島県 35
新潟県 35 鳥取県 17 沖縄県 2

富山県 16 島根県 7 合 計 1359

認定状況
（幼保連携推進室調べ（平成26年4月1日現在））

認定件数
（内訳）

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型

1359 720 410 189 40

各都道府県の認定状況
（幼保連携推進室調べ（平成26年4月1日現在））

認定こども園制度の概要

○幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備えるものを
都道府県が認定
①教育及び保育を一体的に提供

（保育に欠ける子どもにも、欠けない子どもにも対応）

②地域における子育て支援の実施
（子育て相談や親子の集いの場の提供）

「認定こども園」とは

認定こども園の類型

幼保連携型

認可幼稚園と認可保育所とが連携して、
一体的な運営を行うことにより、認定こど
も園としての機能を果たすタイプ

幼稚園型

認可幼稚園が、保育に欠ける子どものた
めの保育時間を確保するなど、保育所的
な機能を備えて認定こども園としての機
能を果たすタイプ

保育所型

認可保育所が、保育に欠ける子ども以
外の子どもも受け入れるなど、幼稚園
的な機能を備えることで認定こども園
としての機能を果たすタイプ

地方裁量型

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域
の教育・保育施設が、認定こども園として
必要な機能を果たすタイプ

認定こども園制度

◆３法の趣旨
自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼

児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進

◆主なポイント
○ 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育等への給付（「地

域型保育給付」）の創設

＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応

○ 認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

・ 幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

・ 既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進

・ 幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可）

・ 認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

○ 地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの

「地域子ども・子育て支援事業」 ）の充実

子ども・子育て関連3法（平成24年8月成立）の趣旨と主なポイント

【幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み】

○ 基礎自治体（市町村）が実施主体
・ 市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施

・ 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える

○ 社会全体による費用負担

・ 消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提（幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るために

は消費税率の引き上げにより確保する０.７兆円程度を含めて１兆円超程度の追加財源が必要）

○ 政府の推進体制

・ 制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府に子ども・子育て本部を設置）

○ 子ども・子育て会議の設置

・ 国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等（子ども・子育て支援に関する事

業に従事する者）が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして子ども・子育て会議を設置

・ 市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）の設置努力義務
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※ 幼保連携型については、認可・指導監督の一本化、
学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを与える等、制度改善を実施

保育所
０～５歳

認定こども園 ０～５歳

幼稚園型 保育所型 地方裁量型

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

施設型給付

地域型保育給付

※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の実施
義務を担うことに基づく措置として、委託費を支弁

幼保連携型

幼稚園
３～５歳

子ども・子育て支援法
～認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の財政支援のための仕組み～

所得制限：原則あり（年収約680万円程度まで）
※第２子、第３子以降の所得制限を撤廃（平成26年度～）

※ ［ ］内の数値は、第1子の保護者負担額を［1.0］とした場合の負担割合。 ※ 第１子は所得制限あり。

幼
稚
園

※小４以上は カウントしない

所得制限：なし
（全世帯が対象）

保
育
所

※２歳以下は カウントしない

Ｃ世帯

第2子［1.0］

第1子［1.0］

第3子
［0.0］
（無償）

⇒［0.5］

Ｂ世帯

第3子［0.0］
（無償）

第1子

第2子［0.75］
（25％減）
⇒［0.5］

４
歳

３
歳

小
３

小
４

小
２

小
１

(年長）

５
歳

(年中）

(年少）

２
歳

１
歳

０
歳

年収～約680万円 年収約680万円～

Ａ世帯

第3子［0.0］
（無償）

第2子［0.5］
（半額）

第1子［1.0］

Ｄ世帯

第1子

第2子 ［1.0］

第3子 ［1.0］

⇒［0.5］

⇒［0.0］

(無償)

４
歳

３
歳

小
３

小
４

小
２

小
１

５
歳

２
歳

１
歳

０
歳

※小１以上はカウントしない

第3子
［0.0］
（無償）

第2子［0.5］
（半額）

E世帯

第1子
［1.0］

幼稚園と保育所の「負担の平準化」の観
点から、平成２６年度予算により対応。

多子世帯の保護者負担の軽減（幼稚園と保育所との比較）
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公立幼稚園 私立幼稚園 公立保育所 私立保育所 合計

３歳児 約３０ 約９９０ 約６５０ 約９７０ 約２，６５０

４歳児 約８０ 約１，１４０ 約６４０ 約７２０ 約２，５９０

５歳児 約１００ 約１，１７０ 約６３０ 約７１０ 約２，６１０

合計 約２２０ 約３，３００ 約１，９２０ 約２，４００ 約７，８４０

※ 平成25年度政府予算ベースで推計した追加公費について、年齢別人数比（平成25年度予算ベース）を基に算定。
※ 保育所の４歳以上児の内訳は、平成23年度社会福祉施設等調査の４歳児・５歳児の割合を乗じて算定。
※ 四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。

（単位：億円）

幼児教育を無償化する場合の年齢別所要額（推計）

出典：幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党実務者連絡会議資料（平成25年6月6日）

高等学校等就学支援金制度（新制度）

高等学校等に在籍する生徒に対して、授業料に充てるため、高等学校等就学支援金を支給（学校設置者が代理受
領）することにより、教育費負担軽減を図る。 ※新制度は新１年生のみ対象

平成26年度予算額 3,868億円（平成25年度予算額 3,950億円 ）

◆対象となる学校種は、国公私立の高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（１～３年生）、専修学校高等課
程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、各種学校のうち告示指定を受け
た外国人学校。 （海外の日本人学校等の高校生に対しても別途予算による同等の支援を行う（0.4億円））

◆受給資格要件として所得制限を設け、年収約910万円（市町村民税所得割額 304,200円）以上の世帯の生徒については、就学支援金を支給しな
いこととしている。

◆私立高校等に通う低所得世帯の生徒については、授業料負担が大きいため、所得に応じて就学支援金を1.5～2.5倍した額を上限として支給する。

高校生等奨学給付金
平成26年度予算額 28億円【新規】

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対して奨学のための給付金を創設し、都道府県に
対して所要額を交付する（１／３国庫補助）。
◆生活保護受給世帯 （通信制に在学する者を除く）

国公立：年額32,300円 ／ 私立：年額52,600円 ※修学旅行費相当額
◆第１子の高校生等がいる世帯

国公立：年額37,400円 ／ 私立：年額38,000円
◆23歳未満の扶養されている兄・姉と第２子以降の高校生等がいる世帯

国公立：年額129,700円 ／ 私立：年額138,000円

※教科書費、教材費、学用品費、通学用品費相当額

※教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学用品費相当額

237,600円

118,800円

378,624円
(私立高校の授業料平均額(H24))

（59,400円）

年収(円）※約250万 約350万

(公立高校授業料)

約590万 約910万

297,000円

178,200円

そ
の
他
教
育
費

高校生等
奨学給付金

都道府県による貸与型奨学金

授
業
料

[0円非課税] [51,300円] [154,500円] [304,200円]

※年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生１人(16歳以上）、中学生１人の４人世帯の目安。
実際は[ ]で示した市町村民税所得割額（両親の合算）で判断。

私立高校等のみ加算

都道府県による授業料減免

1.5倍

2.5倍

2倍

就学支援金（118,800円）

[市町村民税所得割額]

家計急変への対応 約3.4億円 （１／２国庫補助）

就学支援金の加算拡充（従来→新制度）
年収250万円未満世帯 ２倍→２．５倍
年収250～350万円世帯 １．５倍→２倍
年収350～590万円世帯 加算なし→１．５倍

高校生等への修学支援
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年収約250万円

未満世帯

年収約250～350万円

未満世帯

年収約350～590万円

未満世帯

約110 約110 約590

※ 私立高校の授業料平均額に、世帯所得別生徒数（平成26年度予算ベース）を乗じて算定。
※ 私立高校の授業料平均額及び施設整備費平均額は、平成24年度私立高等学校等授業料等の調査による。
※ 現行制度は、国公私立高校等の年収約910万円未満世帯の生徒を対象に高等学校等就学支援金を支給している。

公立高校については、授業料相当額（118,800円）を、私立高校については、低所得世帯の生徒に対しては、所得に応じ
その額を1.5～2.5倍した額を支給している。

（単位：億円）

高校教育を低所得世帯の生徒を対象に無償化する場合の所要額（推計）

上記のほか、年収約250万円未満世帯について、授業料のほか施設整備費平均額（約17万円）を併せて
支給した場合の追加費用は約230億円。

＜私立高校の授業料平均額（約38万円）まで支給した場合の追加費用＞

意欲と能力のある学生等が、経済的理由により進学等を断念することがないよう、安心できる環境を整備することが重
要。このため、①無利子奨学金の貸与人員を増員するとともに、日本人学生の海外留学のための奨学金制度の充実、
②真に困窮している奨学金返還者に対する救済措置の充実を図るなど、奨学金制度の改善充実を図る。

※より低所得の世帯の学生等に無利子奨学金を重点的に配分するため、貸与基準の見直し（給与所得控除の引き下げ）を行うこと

としている（平成２７年度採用者から見直し後の基準を適用予定）。

　平成２６年度予算 貸与人員　：　　　１４０万９千人　　　　　

   　　　　　 事業費総額：　１兆１，７４５億円　　　　　

　　　※うち新規貸与者の増員分　　１万２千人（うち被災学生等分４千人）

　真に困窮している奨学金返還者の救済

　無利子奨学金の貸与人員の増員

◇低所得世帯の学生等へ無利子奨学金を貸与するため、貸与人員の増員等を図るとともに、
　将来グローバルに活躍する日本人学生等が海外留学をする際の負担を軽減するため、海
　外留学のための奨学金制度の充実を図る。

 ＜貸与人員＞

　無利子奨学金 ４５万２千人（２万６千人増※）、（有利子奨学金 ９５万７千人（６万人減））

◇延滞金賦課率の１０％から５％への引き下げ※、経済困難を理由とする返還期限猶予制
  度の制限年数の５年から１０年への延長、返還期限猶予制度等の適用基準の緩和、延滞
  者への返還期限猶予制度の適用を通じ、真に困窮している奨学金返還者に対する救済措
  置を一層講じる。　                               ※平成26年4月以降に生じる延滞金から適用

無 利 子 奨 学 金 事 業

４５万２千人（２万６千人増）

３，０６８億円（１５６億円増）

　一般会計・復興特会（政府貸付金）

　　７４４億円

［うち復興特会 ６８億円］

・高校成績が３．５以上(１年生)

・９０７万円以下

【私大・4人世帯・自宅・給与所得者の場合】

・３００万円以下

【所得連動返還型】

・卒業後２０年以内

・卒業後一定の収入（年収３００
　万円）を得るまでは返還期限を
　猶予【所得連動返還型】

利率見直し方式 利率固定方式

(5年毎)０．２０％ ０．８２％

 卒業後２０年以内（元利均等返還）
返    還    方    法

貸    与    利    率 無　利　子

上限３％（在学中は無利子）

学生が選択（平成26年3月現在）

貸与基準

学     力

①平均以上の成績の学生

・大学成績が学部内において
　上位１／３以内(２年生以上)

②特定の分野において特に優秀な
　能力を有すると認められる学生

③学修意欲のある学生

家     計
１，２２３万円以下

【私大・4人世帯・自宅・給与所得者の場合】

うち

　一般会計

　復興特会
　財政融資資金

　財政融資資金

８，５９６億円

貸    与    月    額
学生が選択

（私立大学自宅通学の場合）

３万円、５．４万円

学生が選択
（大学等の場合）

３、５、８、１０、１２万円

区          分 有 利 子 奨 学 金 事 業

貸     与    人    員 　９５万７千人（６万人減）

事 業 費 ８，６７７億円（３９３億円減）

奨学金事業の充実

【対象となる学生等】
（１）無利子奨学金

大学、短大、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程
（２）有利子奨学金

大学、短大、大学院、高等専門学校（4・5年）、
専修学校専門課程
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３．学校段階間の連携、
一貫教育等

出典：文部科学省「平成25年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について」

教科等の担任制の実施状況(小学校)(平成25年度)

注 ここでの教科担任制とは，上記の教科等について，年間を通じて教科等担任制を実施するものをいう。
（教員の得意分野を生かして実施するもの，中・高等学校の教員が兼務して実施するもの，非常勤講師が実施するものなどを含む。）

教科
学年

国語 社会 算数 理科 生活 音楽
図画
工作

家庭 体育
外国語
活動

第１学年 0.5% 0.6% 0.5% 9.2% 3.5% 3.4%

第２学年 1.3% 1.0% 0.9% 15.9% 7.1% 4.4%

第３学年 2.5% 3.6% 2.2% 15.9% 34.9% 13.9% 5.0%

第４学年 2.9% 5.0% 2.5% 24.3% 43.0% 17.3% 5.8%

第５学年 3.7% 11.4% 4.2% 37.3% 49.2% 18.6% 27.8% 8.1% 5.8%

第６学年 3.8% 12.4% 4.1% 40.2% 51.1% 19.1% 29.6% 8.6% 6.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

H16 H17 H18 H19 H21 H23 H25

小６

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

H16 H17 H18 H19 H21 H23 H25

小５

音楽
音楽

理科 理科

家庭 家庭図工 図工

社会 社会

体育 体育

外国語活動 外国語活動

算数 算数

国語 国語
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教育課程の特例制度を利用して学習指導要領等によらない教育課程を編成している研究
開発学校・教育課程特例校のうち、６－３以外の学年の区切りを実施しているものの内訳は
以下のとおり

（参考）平成２５年度学校数（平成２５年５月１日現在）
小学校：２１，１３１校 中学校：１０，６２８校

研究開発学校等における小中一貫教育と学年の区分

＜研究開発学校＞

教育課程の改善に資する実証的資料を得るため、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第５５条に基づき、申請のあった学校に学

習指導要領等現行の教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施を認め、新しい教育課程・指導方法について研究開発する制度

【指定期間は原則３年間】

＜教育課程特例校＞

文部科学大臣が、学校教育法施行規則第５５条の２に基づき、学校を指定し、学習指導要領等によらない教育課程を編成して実施す

ることを認める制度 【構造改革特別区域研究開発学校を全国展開（平成20年度～）】

※上記の取組は、学校や地域の特性を活かした教科を新設することなどにより小中連携を推進するもの
※平成25年4月1日現在(実施報告書等から作成)

学年区分 合計 国立 公立 私立

６－３（従来の区分から変更なし） 34件（807校） 3件（11校） 29件（792校） 2件（4校）

４－３－２ 11件（127校） 1件（2校） 9件（123校） 1件（2校）

５－４ 1件（2校） - 1件（2校） -

５－２－２ 1件（2校） - 1件（2校） -

その他
（一部の教科のみ実施、幼・高と連携等）

7件（22校） 1件（2校） 5件（18校） 1件（2校）

合計 54件（960校） 5件（15校） 45件（937校） 4件（8校）

出典：平成24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

学年別いじめの認知件数

15,034 

18,922 

21,153 21,913 21,395 

19,044 

29,574 

21,802 

12,395 

7,863 

5,269 
3,745 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3

（件）
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学年別不登校児童生徒数

出典：平成24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

948 1,576 2,504 
3,795 

5,500 
6,920 

21,194 

33,355 

36,897 

15,728 

12,690 

8,796 

635 

19,815 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3 定時制

（高4）
単位制

（人）

定時制
（高4）

（注１）調査対象は、平成１６年度までは公・私立高等学校、平成１７年度からは国立高等学校も調査
（注２）中途退学率は、在籍者数に占める中途退学者数の割合
（注３）平成22年度調査結果には、東日本大震災の影響により回答不能であった学校等は含んでいない。

0.0%
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1.0%
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2.0%

2.5%

3.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000
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140,000

57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

中退率中退者数
中退者数

中退率

（人
）

平成24年度中途退学者数：51,781人 （前年度： 53,869人 ）（国公私）

高等学校における中途退学者数と中途退学率の推移

出典：平成24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」
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小学校

中学校

2,795 

3,974 

2,259 
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858 931 
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（21．9％）

（20．8％）
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※グラフ中の（ ）内の数字は、全体の学校数に占める割合
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学校統合等によって、５学級以下の小規模学校は減少傾向にある。
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平成15年度

※本校（公立）のデータ

近年の公立学校の学校規模の推移

出典：学校基本調査
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４．職業教育、大学への編入学等

（高等学校に関する規定）

<目的> 中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じ
て、高度な普通教育及び専門教育を施す（学校教育法第50条）

<修業年限> 全日制は３年、定時制・通信制は３年以上

<入学資格> 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教
育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによ
り、これと同等以上の学力があると認められた者

<設置基準> 高等学校設置基準（平成16年3月31日文部科学省令第20号）

専門高校の概要

【学校数、在籍生徒数の現状(平成25年度)】

区 分
生徒数
（人）

比率
（％）

学科数

学校数

単独
学科

複数
学科

合 計 3,310,820 6,800 3,566 1,415
普 通 科 2,398,261 72.4 3,833 2,641 0
職業学科

（専門高校）
633,649 19.1 2,046 627 1,379

その他専門
学科

105,231 3.2 566 42 0

総 合 学 科 173,679 5.2 355 256 36

農業

307学科
15.0%

工業

542学科
26.5%

商業

655学科
32.0%

水産

42学科
2.1%

家庭

278学科
13.6%

看護

95学科
4.6%

情報

29学科
1.4%

福祉

98学科
4.8%

【学科別割合】

専門高校とは、高等学校のうち農業、工業などの職業教育を主とする学科を設置する学校であり、高等学校全体の約２割に当た
る生徒が在籍。専門高校は地域の産業・社会を支える技術者・技能者の育成など、我が国の産業経済の発展に重要な役割を果
たしてきている。

農業

83,921人
13.2%

工業

260,559人
41.1%

商業

209,299人
33.0%

水 産

9,423人
1.5%

家 庭

42,777人
6.8%

看護

14,831人
2.3%

情報

3,013人
0.5% 福祉

9,826人
1.6%

【学科別生徒数割合】

出典：学校基本調査
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（１）目的 精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導すること（学校教育法第58条）

（２）修業年限 １年以上

（３）入学資格 高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定める
ところにより、これと同等以上の学力があると認められた者

（４）設置基準 専攻科の編制、施設、設備等については、高等学校設置基準によらなければならない。ただし、
教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科の編制、施設及び設備に関し、
必要と認められる範囲内において、高等学校設置基準に準じて、別段の定めをすることができる。

（５）設置数

＜専攻科における設置目的＞

各専攻科の主たる設置目的は、「資格取得」、「高度な技術など専門教育の深化」等となっている。（文部科学省調査）

〔主な取得資格の例〕

農業科･･･家畜人工授精師、造園技能士

工業科･･･第一種電気工事士、二級建築士、

二級自動車整備士

商業科･･･簿記検定１級、情報処理技術者試験

水産科・・・三級海技士、一級小型船舶操縦士

家庭科･･･調理師

看護科･･･看護師国家試験受験資格

福祉科･･･介護福祉士国家試験受験資格

普通科 農業 工業 商業 水産 家庭 看護 情報 福祉 合計

当該学科を設置する
高校数(Ａ) 3,857 311 550 677 42 285 95 29 102 5,948 

専攻科を設置する
高校数(Ｂ) 3 7 19 1 26 3 76 0 3 138 

専攻科の在籍生徒数 125 230 468 19 545 138 6,726 0 82 8,333 
設置割合(B/A) 

(%) 0.1% 2.3% 3.5% 0.1% 61.9% 1.1% 80.0% 0.0% 2.9% 2.3%

※ 通信制課程は除く。

高等学校専攻科の概要

＜専攻科における教育の例＞

○ 看護に関する専攻科
高校（本科）では准看護師の受験資格を得ることができ、
専攻科では看護師の受験資格を得ることができる。

専攻科のみの課程と平成14年に創設された５年一貫
の看護師課程がある。
① 高等学校を卒業した准看護師が看護師資格を目指す

看護師２年課程（専攻科２年間）
② ５年一貫看護師課程（本科３年間＋専攻科２年間）

○ 水産に関する専攻科
高校（本科）では５級、４級海技士の資格の取得を目指し、
専攻科では３級海技士の資格の取得を目指す。

３級海技士免許取得には、高等学校では専攻科の課程を
含め５年以上とされている。（本科３年間＋専攻科２年間）

※海技士：船舶職員（航海士、機関士等）となるために
必要な資格。
主として、５級、４級海技士の資格は国内航海、
３級の資格は国際航海

大 専
学 修 短 専

学 期 修 高 短 専
校 大 学 校 期 修

学 校 専 大 学
攻 学 校
科

中 普 総 他 看
等 通 合 の 護
教 科 学 専 進 准
育 科 門 学 看
学 学 課 護
校 科 程 師

養
成
所

中学校(中等教育学校の前期課程を含む）

国 家 試 験

看　護　師

４年
３年

２年

准看護師

２年

知事試験
准
看
護
師
課
程

看護に関する学科

高 等 学 校

5
年
一
貫
看
護
師
課
程

（参考） 看護師養成教育の概要
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【概要】

<目的> 深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成する（学校教育法第115条）

<修業年限> ５年、商船に関する学科は５年６月

<入学資格> 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は

文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者

<設置基準> 高等専門学校設置基準（昭和36年8月30日文部省令第23号）による

学校数 学科数 入学定員 在学生数 専攻科学生数

国立 51 232 9,400 49,184 3,007

公立 3 7 720 3,680 198

私立 3 8 460 2,000 55

計 57 247 10,580 54,864 3,260

工学 商船 工学・商船
以外

計

機械系 電気・
電子系

情報系 化学系 建設・
建築系

その他

学科数 57 71 38 31 37 5 5 3 247

入学定員 2,325 2,885 1,525 1,240 1,480 805 200 120 10,580

【設置者別学校数、在籍者数等の状況、学科系別入学定員(平成25年度)】

（注）１．募集停止中の学科を除く。
２．工学の「その他」は、デザイン、総合工学、総合システム工、ものづくり工、生産システム工の各学科である。
３．工業・商船以外は、経営情報、コミュニケーション情報、国際ビジネスの各学科である。

高等専門学校の概要

出典：学校基本調査及び文部科学省調べ

※学生数には専攻科及び聴講生・研究生も含む
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【学科別割合】 【学科別学生割合】
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昭和５１年１月に従来の各種学校のうち一定の規模、水準を有する組織的な教育を行うものを専修
学校として位置付け、その教育の振興を図ることとした。

１．制度の創設

２．目的、課程及び主な要件

３．修了者に対する称号の付与

目 的 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る。
（学校教育法第１２４条）

要 件 修業年限１年以上、年間授業時数８００時間以上、常時４０人以上の在学生 等

課 程 高等課程（高等専修学校）
入学資格：中学校卒以上

専門課程（専門学校）
入学資格：高校・高等専修学校

（３年制）卒以上

一般課程
入学資格：限定なし

（学歴不問）

※ 各種学校：修業年限１年以上（簡易なものは３ヶ月以上）、年間授業時数６８０時間以上（入学資格：限定なし）

修業年限２年以上、総授業時数１,７００時間以上等の要件を満たす専門課程を修了した者には「専
門士」の称号、修業年限４年以上、総授業時数３,４００時間以上等の要件を満たす専門課程を修了し
た者には「高度専門士」の称号が付与される。

一定の要件（修業年限、総授業時数等）を満
たす専修学校の修了者については、
（＊１）高等専修学校から大学への入学資格
（＊２）専門学校から大学への編入学
（＊３）専門学校から大学院への入学資格
がそれぞれ認められる。

（＊３）
（＊２）
編入学

→

→

（＊１）

高等専修学校 専門学校

一般課程

大 学
短期大学中学校 高等学校 大学院→ →

４．他の高等教育機関との連携

専修学校の概要

15.4%
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0.8%
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服飾・家政関係
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専門学校の学校数・生徒数の推移/学科別割合

出典：学校基本調査

【学科別割合】 【学科別生徒割合】
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平成23年１月：中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」答申

専門学校

文部科学大臣

申請

認定要件等

都道府県知事等

推薦

認定

先導的試行としての「職業実践専門課程」を文部科学大臣が認定
「新たな枠組み」の趣旨を専修学校の専門課程においていかしていく先導的試行として、企業等との密接な連携
により、最新の実務の知識等を身につけられるよう教育課程を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に組織的
に取り組む専門課程を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定し、奨励する。

○ 職業教育を通じて、自立した職業人を育成し、社会・職業へ円滑に移行させること、また、学生・生徒の多様な職業教育ニーズや様々な職業・
業種の人材需要にこたえていくことが求められており、このような職業教育の重要性を踏まえた高等教育を展開していくことが必要。

○ 高等教育における職業教育を充実させるための方策の一つとして、職業実践的な教育のための新たな枠組みを整備。

○ 今後の検討については、新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、既存の高等教育機関において新たな枠組みの趣旨をいかして

いく方策も検討することが望まれる。

【認定要件】
○ 修業年限が2年以上

○ 企業等と連携体制を確保して、授業科目等の教育課程を編成

○ 企業等と連携して、演習・実習等を実施

○ 総授業時数が1700時間以上または総単位数が62単位以上

○ 企業等と連携して、教員に対し、実務に関する研修を組織的に実施

○ 企業等と連携して、学校関係者評価と情報公開を実施

経 緯

平成25年3月： 「専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議」で「職業実践専門課程」の検討

平成25年8月30日：
「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(文部科学省告示第133号)」を公布・施行

平成26年3月31日：
「職業実践専門課程」を文部科学大臣が認定し、官報で告示。 4月から認定された学科がスタート。

「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定について

・日本の大学進学率は上昇してきたが，OECD平均に比べると高いとは言えない。（日本：1995年 31％ → 2000年 40％ → 2011年 52％ OECD：60％）

・非大学型高等教育（短大、高専、専門学校）進学率も合わせると、日本の高等教育進学率はOECD平均並。 （日本：81％ OECD：79％）

（2011年）

非大学型高等教育機関：大学型高等教育よりも修業年限が短く、就職に直接結びつく、実践的、技術的及び職業技能に焦点を絞ったプログラム。通算教育年数はフルタイムで２年以上。
大学型高等教育機関：主として理論中心・研究準備型プログラムで、博士課程へ進学したり、高い技能を要求される専門的職業に従事するのに十分な資格・技能を修得するもの。

通算教育年数はフルタイムで３年以上（一般的には４年以上。）

※

出典：OECD「Education at a Glance 2013」

※ ※ ※ ※ ※

（注）

・このデータには定義上、留学生の入学者が含まれている。
・アメリカのデータは、「大学型」と「非大学型」を合計した数値。
・※印は、「非大学型」について、無視できる程度の数値であるか、分類に当てはまらない国

※

高等教育進学率の国際比較
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経 緯経 緯

・平成 ９年 数学又は物理学の分野に限定して大学への「飛び入学」を制度化(学校教育法施行規則の改正）
・平成１３年 対象分野の制限を撤廃・学校教育法上の位置付けを明確化（学校教育法の改正）

制度概要制度概要

○対象者に係る要件
・大学の定める分野における特に優れた資質を有すること
・高校に２年以上在学したこと
○受け入れ大学に係る要件
・大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績及び指導体制を有すること
・特に優れた資質の認定に当たって、高校の校長の推薦を求める等、制度の適切な運用を工夫していること
・自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと

大学への「飛び入学」の実施状況大学への「飛び入学」の実施状況

制度導入年度 平成26年度入学者 累積入学者数

千葉大学（国立） 平成10年度 ４人 76人

名城大学（私立） 平成13年度 ０人 26人

昭和女子大学（私立） 平成17年度

（26年度より停止）

０人 １人

成城大学（私立） 平成17年度 １人 ２人

エリザベト音楽大学（私立） 平成17年度 ０人 １人

会津大学（公立） 平成18年度 ０人 ４人

日本体育大学（私立） 平成26年度 １人 １人

※ いわゆる「飛び入学」とは、特定の分野について特に優れた資質を有する学生が高等学校を卒業しなくても
大学に入学することができる制度。

大学へのいわゆる「飛び入学」について

※ ①高等学校専攻科における学修の単位認定、編入学
②大学から短期大学への編入学

※ なお、簡略化のため、上図は教育機関相互における全ての単位認定、編入学の関係を記載しているものではない。

単位認定

編入学

※赤点線は現在制度が無いもの

大学と各学校種間の単位認定・編入学の現状

①

学位授与機構に
よる学位授与

大
学

専
攻
科

大
学
院

専
修
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専
門
課
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学
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②
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高等専門学校から４年制大学への編入学者数・編入学率の推移
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※1 当該年度に４年制大学が受け入れた編入学者数で過年度卒業者を含む。
※2 高等専門学校卒業者数に占める編入学者数の割合

※1 ※2
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専門学校から４年制大学への編入学者数・編入学率の推移

（人）

※1 当該年度に４年制大学が受け入れた編入学者数で過年度卒業者を含む。
※2 専門学校卒業者数に占める編入学者数の割合

※1 ※2

省庁系大学校

大学校名 主たる目的
主な課程の
修了年限

高
等
学
校
卒
業
程
度
対
象

（
4

年

制

課

程

）

防衛大学校 幹部自衛官の育成 4年

防衛医科大学校 幹部自衛官（医師等）の育成
医学科6年

看護学科4年

海上保安大学校 海上保安庁の幹部職員等の教育訓練 4年

気象大学校 気象庁の幹部候補生の養成 4年

水産大学校 水産業を担う人材の育成 4年

国立看護大学校 先端医療等で活躍できる看護師、助産師の育成 4年

職業能力開発総合大学校 職業訓練指導員の養成・研修 4年

職業能力開発大学校（10校） ものづくりの実践的能力を持つ技術者の養成
4年

2年

（
2

年

制

課

程
）

職業能力開発短期大学校（14校） ものづくりの実践的能力を持つ技術者の養成 2年

海技短期大学校（3校） 航海士・機関士等の養成 2年

短
大
卒
業

程
度
対
象

海技大学校 船舶運航技能等の教授 2年

航空大学校 エアライン・パイロットの養成 2年

■このほか、各府省庁や自治体の職員を対象にした教育訓練・研修機関として、警察大学校、税務大学校、自治
大学校、消防大学校、国土交通大学校、航空保安大学校、労働大学校がある。
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出典：「大学における教育内容等の改革状況について（平成23年度）」

＜早期卒業の状況（学部）＞
●早期卒業の状況（実績）

＜早期修了の状況（大学院）＞
●修士課程の早期修了の状況（実績）

●博士課程の早期修了の状況（実績）
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５．教員免許、養成、採用、
配置等

教員は、教育職員免許法により授与される各相当の免許
状を有する者でなければならない（免許法第３条第１項）。

１．免許状主義と開放制の原則

免許状主義

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学と
がそれぞれの特色を発揮しつつ行っている。

開放制の原則

① 普通免許状
（有効期間１０年）

② 特別免許状
（有効期間１０年）

③ 臨時免許状
（有効期限３年）

それぞれ学校種別 （ 中学校・高等学校については教科別 ）

○ 授与権者：都道府県教育委員会

○ 免許状の有効範囲

・普通免許状 ： 全ての都道府県

・特別免許状 授与を受けた
都道府県内

・臨時免許状

専修免許状（修士課程修了程度）

一種免許状（大学卒業程度）

二種免許状（短大卒業程度）

２．免許状の種類

教員養成・免許制度について
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① 「大学における養成」が基本。

② 現職教員の自主的な研鑽を促すため、一定の教職経験を積み、大学等で所要単位を修得した者に、上位免許状を授与する途を
開いている。

学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒教科に関する科目

教職に関する科目

普通免許状 Ｈ２４年度授与件数： ２０８，２３７件

（内訳） 専修免許状： １４，８２９件 一種免許状：１５０，７２０件 二種免許状： ４２，６８８件

普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外
的に授与する「助教諭」の免許状

○ 授与要件

都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格

免許状を有しない優れた知識経験を有する社会人を学校現場へ
迎え入れるため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合
格により授与する「教諭」の免許状（学校種及び教科ごとに授与）

○ 授与要件
① 担当教科に関する専門的な知識経験や技能を有すること
② 社会的信望及び教員の職務を行うのに必要な熱意と識見

を有すること

特別免許状 臨時免許状Ｈ２４年度授与件数： ５２件

（平成元～Ｈ２４年度総授与件数：５４９件）

多様な専門的知識・経験を有する人を教科の学習に迎え

入れることにより、学校教育の多様化への対応や活性化

を図ることを目的とした制度。教員免許状を有しない非常

勤講師が、教科の領域の一部を担任することが可能（任

命・雇用する者が、あらかじめ都道府県教育委員会に届

出をすることが必要）。

① 特別非常勤講師

中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程・後期課程、特別支
援学校の中学部・高等部において、相当の免許状を所有する者を
教科担任として採用することができない場合に、校内の他の教科の
教員免許状を所有する教諭等（講師は不可）が、１年に限り、免許
外の教科の担任をすることが可能

（校長及び教諭等が、都道府県教育委員会に申請し、許可を得るこ

とが必要）。

②免許外教科担任制度

３．免許状主義の例外

Ｈ２４年度授与件数：９，２１４件
（前年度９，３１９件）

Ｈ２４年度届出件数：１９，３５８件
（前年度１９，３７０件）

Ｈ２４年度許可件数：１２，２４１件
（前年度１２，５５１件）

幼稚園

小学校 中学校 高等学校

各教科 道徳
外国語
活動

総合的
な学習
の時間

特別
活動

免許状
に定め
られた
教科

道徳
総合的
な学習
の時間

特別
活動

免許状
に定め
られた
教科

総合的
な学習
の時間

特別
活動

幼稚園の
教員免許状

○ × × × × × × × × × × × ×

小学校の
教員免許状

× ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ×

中学校の
教員免許状

×
△

※１
×

△
※２

△
※１

× ○ ○ ○ ○ × × ×

高等学校の
教員免許状

×
△

※１
×

△
※２

△
※１

×
△

※３
×

△
※３

× ○ ○ ○

※１ 例えば、理科の教員免許状を所有する者は、小学校の理科の担任が可能。 また、総合的な学習の時間における理科に関連する事項の担任が可能。
※２ 英語の教員免許状を所有する者のみ、小学校の外国語活動の担任が可能。

※３ 高等学校の工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習、商船実習、柔道、剣道、
情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理、計算実務の免許状を所有する者は、中学校において、所有免許状の教科に相当する教科の担任や、総合的な学習の時間におけ
る所有免許状の教科に関係する事項の担任が可能。

中等教育学校
前期課程 後期課程

免許状に
定められた

教科
道徳

総合的な
学習の
時間

特別活動
免許状に

定められた
教科

総合的な
学習の
時間

特別活動

中学校の教員免許状
のみ所有

○ × × × × × ×

高等学校の教員免許状
のみ所有

△
※４

×
△

※４
× ○ × ×

中学校と高等学校の教員
免許状の両方を所有

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※４ 高等学校の工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習、商船実習、柔道、剣道、情
報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理、計算実務の免許状を所有する者は、前期課程において、所有免許状の教科に相当する教科の担任や、総合的な学習の時間における所有
免許状の教科に関係する事項の担任が可能

【所有する免許状と担任できる教科等】
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学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒

学士
短期大学士

修士

① 教科に関する科目

② 教職に関する科目

③ 教科又は教職に関する科目

・ 教職の意義 ・ 教育の基礎理論
・ 教育課程及び指導法
・ 生徒指導、教育相談及び進路指導
・ 教育実習
・ 教職実践演習

一種免許状
二種免許状
専修免許状

※学校種毎に授与
（中学校、高等学校

の場合には教科種毎）

※単位数は１種免許状の場合

（小：４１、中：３１、高：２３単位以上）

（小：１０、中：８、高：１６単位以上）

（小：８、中・高：２０単位以上）

※ 上記①②から選択

○ 学位と教職課程における単位の修得等により教員免許状が授与される。
○ 教職課程は免許状の種類毎に、大学の学科等を文部科学大臣が認定。

（※ 幼稚園及び小学校の教職課程は「教員養成を主たる目的とする」学科等でなければならない。）

※左記に加え、小学校及び中学校の免許状
の授与には、７日間の介護等体験が必要。

【教育実習】

教育実習は、学校現場での教育実践を通じて、学生自らが教職へ
の適性や進路を考える貴重な機会であり、教員免許状の取得には大
学において教育実習の科目を修得することが必要となっている。

免許状の種類 教育実習の必要単位 教育実習期間
幼稚園、小学校、中学校
教諭免許状

５単位（事前事後指導１単位含む） ４週間程度

高等学校教諭免許状 ３単位（事前事後指導１単位含む） ２週間程度

■教育実習の充実に関するこれまでの改正経緯
昭和２９年 幼小：４単位、中高：２単位
平成元年 幼小：５単位、中高：３単位
平成１０年 幼小中：５単位、高３単位

【教職実践演習】（平成２２年度に導入）

大学における教職課程の中で、学生がこれまで学修した授業科目
や様々な活動が、教員としての最小限必要な資質能力として有機的
に統合され、形成されたかについて確認するための授業科目。

必要単位数は２単位（主に４年次後期での開講を想定）。

（授業方法）

講義だけでなく、例えば教室での役割演技（ロールプレーイング）やグループ
討論、実技指導のほか、学校や教育委員会等との協力により、実務実習や事
例研究、現地調査（フィールドワーク）、模擬授業等を取り入れることが期待さ
れている。

※教育実習を長期化する際の留意点
①他の分野の履修機会を狭める（特に中高課程においては専門分野を学ぶ時間も多く必要）。
②就職活動に影響を及ぼし、進路選択の機会を狭める可能性がある。

④ その他必修科目（それぞれ２単位）

日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作

大学における教員養成の仕組み

教諭の他校種免許状の所有状況

幼稚園教諭 小学校教諭 中学校教諭 高等学校教諭

小学校免許 8.9％ 幼稚園免許 23.7％ 幼稚園免許 1.7％ 幼稚園免許 0.3％

中学校免許 1.4％ 中学校免許 61.8％ 小学校免許 26.9％ 小学校免許 4.9％

高等学校免許 1.0％ 高等学校免許 45.3％ 高等学校免許 80.3％ 中学校免許 56.9％

出典：文部科学省平成22年度学校教員統計調査
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平成

元～19
年度

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
計

（Ｈ元～Ｈ24の計）

小学校
公立 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

私立 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２

中学校
公立 ６ ５ ４ ０ ２ ０ １７

私立 １８ ２ ７ ０ １ １ 英語（1件） ２９

高等学校

公立 １１３ １９ ２８ ２５ １６ ２７

看護（18件）

理科（4件）

工業（3件）

福祉、保健体育
（各1件）

２２８

私立 ９９ １４ １２ ９ １４ １５

看護（12件）

英語（2件）

工業（1件）

１６３

特別支援学
校

公立 ５２ １６ １６ １１ ６ ９ 自立活動（9件） １１０

私立 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ２９０ ５６ ６７ ４５ ３９ ５２ ５４９

特別免許状の授与件数の推移

出典：文部科学省調査

大学学部４年生

5~6月
応募

7月
一次
試験

8月
二次
試験

10月
合格
発表
・
採用
内定

3月
卒業

4月
採用

など

◆公立学校の教員は、地方公務員であるため、
採用選考は、都道府県教育委員会、指定都市教育委員会が実施

◆採用選考試験の例
＜一次選考＞
（筆記試験）

○一般教養や教職教養に関する試験（６０分）
・人文・社会・自然科学に関する一般的な教養について
・教育関係法規、教育原理、教育心理など教員として必要な教養及び知識について

○教科専門に関する試験（６０分）
・指導内容や指導方法など教科の専門的知識及び能力について

（面接試験）
○個人面接、集団面接、集団討論 など

＜二次選考＞
（筆記試験） （面接試験）

○小論文（４０分） ○個人面接、集団面接、集団討論、模擬授業 など

（実技試験） （その他）
○体育、音楽、美術、英会話 など ○適性検査

条件附採用期間

4月

正式
採用

２年目～

（初任者研修を実施）

公立学校教員採用試験について
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【小学校】 346,766人 44.0歳
【中学校】 201,223人 44.1歳

【高校】 154,326人 45.8歳
【合計】 702,315人 44.4歳

※平成25年5月1日現在で在職する正規教員の数（校長，副校長，教頭，主幹教諭，指導教諭，教諭，助教諭，講師（非常勤講師を除く。））

公立学校年齢別教員数（平成26年3月31日）

0 
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42 

4,056 
5,700 

6,910 
7,723 
7,539 
7,938 
8,068 
8,354 
8,256 
8,010 
8,009 
8,034 
7,869 

7,327 
6,673 
6,869 
7,100 
7,262 
7,476 
7,640 
7,514 
7,841 

8,743 
9,559 

8,973 
9,548 
10,373 
10,589 
10,944 
11,650 

12,524 
13,318 

14,876 
14,762 
14,438 

13,293 
11,661 

9,289 
15 

0 
1 
25 

1,654 
2,512 

3,641 
3,995 
4,015 

4,211 
4,327 

4,539 
4,384 

4,469 
4,310 
4,241 
4,349 

4,233 
4,159 
4,363 

4,811 
4,999 
5,164 
4,956 
4,941 
4,975 

5,410 
5,772 

5,339 
5,915 

7,070 
7,558 

8,145 
8,226 

8,436 
8,567 

8,205 
7,366 

6,242 
5,768 

5,388 
4,534 

8 

0 
0 
0 

687 
1,109 

1,659 
1,984 
1,979 

2,051 
2,154 

2,349 
2,384 
2,446 
2,733 
2,789 
3,147 

3,222 
3,480 

3,643 
3,932 

4,092 
4,393 
4,330 

4,057 
3,748 

4,169 
4,503 

4,354 
5,559 

6,404 
6,479 

7,223 
7,422 

7,125 
6,078 

5,852 
5,816 

5,681 
5,409 

4,936 
4,934 

14 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

20歳(平成65年度退職）
21歳(平成64年度退職）
22歳(平成63年度退職）
23歳(平成62年度退職）
24歳(平成61年度退職）
25歳(平成60年度退職）
26歳(平成59年度退職）
27歳(平成58年度退職）
28歳(平成57年度退職）
29歳(平成56年度退職）
30歳(平成55年度退職）
31歳(平成54年度退職）
32歳(平成53年度退職）
33歳(平成52年度退職）
34歳(平成51年度退職）
35歳(平成50年度退職）
36歳(平成49年度退職）
37歳(平成48年度退職）
38歳(平成47年度退職）
39歳(平成46年度退職）
40歳(平成45年度退職）
41歳(平成44年度退職）
42歳(平成43年度退職）
43歳(平成42年度退職）
44歳(平成41年度退職）
45歳(平成40年度退職）
46歳(平成39年度退職）
47歳(平成38年度退職）
48歳(平成37年度退職）
49歳(平成36年度退職）
50歳(平成35年度退職）
51歳(平成34年度退職）
52歳(平成33年度退職）
53歳(平成32年度退職）
54歳(平成31年度退職）
55歳(平成30年度退職）
56歳(平成29年度退職）
57歳(平成28年度退職）
58歳(平成27年度退職）
59歳(平成26年度退職）
60歳(平成25年度退職）

61歳以上

教員数

小学校

中学校

高校

出典：文部科学省調査

公立学校教員の学校種別採用者数の状況

平成２０年度～２５年度は、「公立学校教員採用選考試験の実施状況」（文部科学省調べ）
平成２６年度以降は、都道府県の積み上げによる見込み（初等中等教育局財務課調べ）
※養護教諭を除く。
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※ピンク色は法定、黄色は任意の研修を表す。

●各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長・教頭等の教職員に対する学校管理研修

1年目 5年目 10年目 15年目 20年目 25年目 30年目

中堅教員研修
副校長・教頭等研修

海外派遣研修（２ヶ月）

●喫緊の重要課題について、地方公共団体が行う研修等の講師や企画・立案等を担う指導者を養成するための研修

・学校組織マネジメントや国語力向上に向けた教育の推進のための指導者育成研修等

・教育課題研修指導者の海外派遣プログラム（２週間）

●法定研修（原則として全教員が対象のもの）

●教職経験に応じた研修

●指導が不適切な教員に対する研修

初任者研修 １０年経験者研修

５年経験者研修 ２０年経験者研修

指導改善研修

●職能に応じた研修
生徒指導主事研修など

新任教務主任研修

教頭・校長研修

●専門的な知識・技能に関する研修

教科指導、生徒指導等に関する専門的研修

●長期派遣研修

大学院・民間企業等への長期派遣研修

都
道
府
県
教
委
等
が
実
施
す
る
研
修

国
レ
ベ
ル
の
研
修

校長マネジメント研修

教員研修の実施体系

○市町村立小・中学校等の教職員は、教育水準の維持向上のため、給与を都道府
県が負担（※） し、広く市町村をこえて人事を行うことにより､教職員の適正配置を
図っている。

教職員の身分・給与（県費負担教職員制度）

○都道府県が負担する教職員給与の費用の３分の１を国が負担。小・中学校教職員

教職員給与費の国庫負担（義務教育費国庫負担制度）

○小学校・・・・・・・ １学級に１人の学級担任が配置されるよう教職員数を算定
校長：学校に１人 教頭・副校長：学校に原則１人
学級担任：学級に１人 学級担任外教員

（学級編制の標準：小１ 35人以下 小２ 40人以下）

小
※児童生徒が著しく少ない小規模学校では、複数学年の児童生徒を１学級に編制（複式学級）

するなどの工夫を実施

○中学校・・・・・・ 教科担任制を採用、各教科（※）ごとに必要となる教職員数を算定
※各教科 ： 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語

教職員配置（教職員定数）に係る現行制度

※国と都道府県は、法令に基づき算定される標準的な数の教職員給与を負担。

公立小・中学校教職員の配置・身分・給与の仕組み
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○平成13年度～17年度における5年間平均

○平成24年度

一般行政職 給与月額　３７６，７１８円

教　　　員 給与月額　３７７，９３５円

※一般行政職、教員ともに平均年齢43歳（大卒）とした場合の平均給与月額
※上記月額を基に年収を試算すると、一般行政職597.5万円、教員607.7万円となり、
約10万円（1.7％）教員が上回っている。

本　　給

351,032円

教職調整
額

12,732円

義務教育等
教員

特別手当

5,656円

職務給的手
当

8,506円

本　　給

336,228円

職務給的手
当

9,057円

能
率
給
的
手
当
870
円

時間外勤務手当

30,563円

1,217円
0.32％

・管理職手当
・管理職員特別勤務手当
・特殊勤務手当 等

・宿日直手当
・夜間勤務手当
・休日勤務手当

・管理職手当
・特殊勤務手当

（主任手当、部活動手当等）

能率給的手当 9円
・宿日直手当

一般行政職 給与月額　３９９，１２８円

教　　　員 給与月額　４１０，４５１円

※一般行政職、教員ともに平均年齢42歳（大卒）とした場合の平均給与月額

本　　給

374,495円

教職調整
額

14,322円

義務教育等教
員特別手当

13,692円

職務給
的手当

7,931円

本　　給

358,399円

時間外勤務手当

28,944円

職務給的
手当

10,892円

能率
給的
手当

893円

11,323円
2.76％

能率給的手当
11円

一般行政職と公立小・中学校教員の給与比較

出典：文部科学省調査

0.32％
2.76％

7.42%

▲5.74%

▲6

▲4

▲2

0

2

4

6

8

昭和49年度

(人材確保法前)
昭和55年度

(人材確保法後)

平成13～17年度

の５年間平均

平成24年度

一般行政職給与水準

※年収ベースで試算した場合でも、教員が一般行政職を上回っている額は、約25万円（平成13～17年度の5年間平均）→約10万円（平成24年
度）と減少。

人材確保法第３条
義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなけれ

ばならない。

公立小・中学校教員の給与水準の推移について

出典：文部科学省調査
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前期中等教育OECD平均23.4人

初等教育OECD平均21.3人

国公立学校での平均学級規模は、初等教育27.9人、前期中等教育32.6人であり、OECD平均を上回り、もっとも
高い国の一つ。
（日本の数値が、学校基本調査に基づく数値と異なるのは、各国間比較のため特別支援学級を除いていることなどによ
る）

一学級当たり児童生徒数（国際比較）

出典：OECD「図表でみる教育（2013年度版）」

日本の国公私立学校での教員１人当たり児童生徒数は、初等教育18.1人、前期中等教育14.2人であり、
OECD平均を上回る。
（日本の数値が、学校基本調査に基づく数値と異なるのは、各国比較のため校長・教頭を除いていることなどに
よる）
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初等教育 前期中等教育

前期中等教育OECD平均13.3人

初等教育OECD平均15.4人

18.1

14.2

教員一人当たり児童生徒数（国際比較）

出典：OECD「図表でみる教育（2013年度版）」
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教員,
56%

教員以
外の専
門スタッ
フ, 44%

教員,
82%

教員以
外の専
門スタッ
フ, 18%

日本
（※） 教員,

51%

教員以
外の専
門スタッ
フ, 49%

イギリスアメリカ

初等中等教育学校の教職員総数に占める教員以外の専門スタッフの割合（国際比較）

※１ 日本は小・中学校に関するデータ
※２ 日本における専門スタッフとは、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員、学校図書館事務員、養護職員、学校給食調理従事員、

用務員、警備員等を指す

出典：平成25年度学校基本調査、”Digest of Education Statistics 2012”、“School Workforce in England January2013”
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６．学校の財政構造

※ 高等学校段階では、生徒等の経済的負担の軽減を図ることを目的に高等学校等就学支援金等として平成26年度公立は2240億円、私立では1560億円を国費で措置

※ 公立の公費の金額については、「文部科学省 平成24年度地方教育費調査（平成23年度会計）」の学校教育費のうち消費的支出の金額
※ 公立の保育料については、平成25年度平均授業料（文科省調べ）と公立に通う幼児数（H25学校基本調査）を掛け合わせた数
※ 私学助成については、私立高等学校等経常費助成費等補助金一般補助に係る地方事業費（平成24年度決算ベース）により作成。なお中等教育学校分は含まない。
※ 私学の授業料（保育料）については、平成25年度私立高等学校等の生徒等納付金平均額（文科省調べ）の授業料と私立に通う幼児・児童・生徒数（H25学校基本調

査）を掛け合わせた数
※ は私費負担部分を示す

公 立 私 立

幼稚園

義務教育
小学校
中学校

高等学校

公費（国 70億円＋都道府県 2兆400億円＋市町村 1450億円）

約２兆１９２０億円

私学助成

保護者
（授業料）

約７兆７6００億円
公費（国 1兆4600億円＋都道府県 4兆7200億円＋市町村 1兆5800億円）

小学校 約５兆円
中学校 約２兆７６００億円

私学助成

公費

保護者（授業料）

保護者
（保育料）

保護者
（保育料）

約２０００億円
私学助成 約２１７０億円（うち 国 ３８０億円）

約９１０億円
（うち 国 １３０億円）

約３２５０億円
（うち 国 約４７０億円）

約３３８０億円

約１３３０億円

約３８８０億円

約２２０億円

国 50億円
＋都道府県9億円
＋市町村1940億円

（参考:H26予算）
就園奨励費 １０２０億円（うち 国 ３３０億円）

学校の財政構造イメージ（幼稚園～高等学校）
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国立 私立

寄付金収入、
事業収入等

約３１５０億円

※ 国立大学部分については、平成２４年度財務諸表を元に作成（附属病院収益を除く）。
※ 私立大学部分については、日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（平成24年度決算）」の消費収支計算書の集計（588大学（附属病院 除く））より作成。
※ 私立大学部分については、借入金等を含まない帰属収入の金額をもとに作成。
※ 四捨五入により合計が一致しない場合がある。
※ は保護者負担部分を示す

国（私学助成等）
約３４８０億円

保護者（授業料等）

約２兆６３２０億円

自己収入等（約２兆９４７０億円）保護者
（学生納付金収益）

約３４００億円

国（運営費交付金収益）
約１兆１００億円

寄附金収益、
競争的資金等

約５５００億円

自己収入等（約８９００億円）

学校の財政構造イメージ（大学）
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教育再生実行会議の審議の経過 
 
平成２５年１０月３１日（木） 第 14 回会議 
・ 我が国及び諸外国の学制について 
・ 有識者等ヒアリング①（山中文部科学事務次官） 

 
平成２５年１１月１２日（火） 視察・意見交換 
・ 品川区立第一日野すこやか園、品川区立小中一貫校日野学園、日本工学院専門学校 

 
平成２５年１１月２０日（水） 視察・意見交換 
・ 東京都立白鷗高等学校・同附属中学校、東京都教育庁、千葉県立幕張総合高等学校看 

護科・同専攻科 
 
平成２５年１１月２６日（火） 第 15 回会議 
・ 学校制度（学制）―諸外国との比較について 
・ 有識者等ヒアリング②（二宮比治山大学・比治山大学短期大学部学長） 
 

平成２５年１２月１１日（水） 視察・意見交換 
・ 千葉大学、東京工業大学、木更津工業高等専門学校 

 
平成２６年 １月１６日（木） 第 16 回会議 
・ 発達段階と学校教育ついて 
・ 有識者等ヒアリング③（無藤白梅学園大学教授） 
 

平成２６年 １月２０日（月） 視察・意見交換 
・ 東京都教育庁、東京都立戸山高等学校 

 
平成２６年 ２月１８日（火） 第 17 回会議 
・ これからの教育の在り方、特に義務教育や無償教育にかかる論点 

 
平成２６年 ３月１３日（木） 第 18 回会議  
・ 学校段階の区切りにかかる論点 
 

平成２６年 ４月 ３日（木） 第 19 回会議  
・ 高等教育、職業教育にかかる論点 
 

平成２６年 ４月２１日（月） 第 20 回会議  
・ 学制改革に応じた教師の在り方にかかる論点 
 

平成２６年 ５月１６日（金） 第 21 回会議  
・ 学制改革に必要な条件整備にかかる論点 
 

平成２６年 ５月２６日（月） 視察・意見交換 
・ 東京都立荒川商業高等学校、東京都立北豊島工業高等学校 

 
平成２６年 ６月１１日（水） 第 22 回会議 
・ 提言素案について 

 
平成２６年 ６月１９日（木） 第 23 回会議 
・ 提言案について 

 
平成２６年 ７月 ３日（木） 第 24 回会議 
・ 提言とりまとめ 
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教育再生実行会議委員による 

有識者等ヒアリング及び視察 
 

【有識者等ヒアリング】 

１．山中伸一 文部科学事務次官 

日  時：平成 25 年 10 月 31 日（木）（第 14 回会議） 

議  題：我が国及び諸外国の学制について 

※提出資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai14/siryou2.pdf 

２．二宮 皓 比治山大学・比治山大学短期大学部学長 

日  時：平成 25 年 11 月 26 日（火）（第 15 回会議） 

議  題：学校制度（学制）―諸外国との比較 

※提出資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai15/siryou1.pdf 

３．無藤 隆 白梅学園大学教授 

日  時：平成 26 年 1 月 16 日（木）（第 16 回会議） 

議  題：発達段階と学校教育  

※提出資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai16/siryou1.pdf 

 

【視察・意見交換】 

１．品川区立第一日野すこやか園（第一日野幼稚園・西五反田第二保育園） 

日  時：平成 25 年 11 月 12 日（火）10:15～11:30 

視察内容：保幼小連携の取組（幼保一体型施設と併設の小学校との連携に 

よる 0～12 歳の育ちの連続性を目指した保育、教育の取組等）  

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai15/siryou.html 

２．品川区立小中一貫校日野学園  

日  時：平成 25 年 11 月 12 日（火）11:40～13:45 

視察内容：小中一貫教育の取組（4-3-2 の区分による教育、小学校 5年生 

からの教科担任制、小学校からの英語教育等）  

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai15/siryou.html 

３．東京都立白鷗高等学校・同附属中学校  

日  時：平成 25 年 11 月 20 日（水）9:50～11:10 

視察内容：中高一貫教育の取組（国際社会でリーダーとなれる人材を育成 

するための 6 年一貫カリキュラム、日本文化に関する教育等） 

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai15/siryou.html 

４．東京都教育庁 

日  時：平成 25 年 11 月 20 日（水）11:10～12:00 

平成 26 年 1月 20 日（月）10:20～11:30 

議  題：都立小中高一貫教育校の検討状況、都立高校改革推進計画（多 

様なタイプの学校の設置、専門高校の改編等）について 

※提出資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai15/siryou2_6.pdf 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai17/siryou4-2.pdf 
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５．東京都立戸山高等学校 

日  時：平成 26 年 1 月 20 日（月）11:30～12:20 

視察内容：都立高校改革の一環としての進学指導重点校の取組（文理分け 

をしないリベラルアーツ重視の教育、理数教育等） 

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai17/siryou.html 

６．東京都立荒川商業高等学校  

日  時：平成 26 年 5 月 26 日（月）9:30～11:00 

視察内容：専門高校の取組（「都立専門高校技能スタンダード」推進校の 

取組、地元商店街との連携、進路指導、中退への対応等） 

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai22/siryou.html  

７．東京都立北豊島工業高等学校 

日  時：平成 26 年 5 月 26 日（月）11:40～13:30 

視察内容：専門高校の取組（デュアルシステム導入校の取組、資格取得に 

向けての指導、進路指導、中退への対応等） 

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai22/siryou.html  

８．千葉県立幕張総合高等学校看護科・同専攻科 

日  時：平成 25 年 11 月 20 日（水）13:40～15:00 

視察内容：専門高校及び同専攻科の取組（5年一貫看護師養成課程のカリ 

キュラム、病院実習、進路の状況等） 

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai15/siryou.html 

９．木更津工業高等専門学校  

日  時：平成 25 年 12 月 11 日（水）14:15～16:00 

視察内容：高等専門学校の取組（実践的・創造的技術者の養成のための 5 

年一貫カリキュラム、同校専攻科の取組等） 

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai16/siryou.html 

10．日本工学院専門学校 

日  時：平成 25 年 11 月 12 日（火）14:20～16:00 

視察内容：専修学校専門課程（専門学校）の取組（産業界等との連携によ 

る実践的な職業教育、社会人の受入れ、大学への編入等） 

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai15/siryou.html 

11．千葉大学 

日  時：平成 25 年 12 月 11 日（水）10:00～11:45 

視察内容：高校から大学への飛び入学の取組（飛び入学者を対象とした先 

進科学プログラムの実施体制、カリキュラム、卒業後の進路等） 

※関係資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai16/siryou.html 

12．東京工業大学 

日  時：平成 25 年 12 月 11 日（水）11:50～12:40 

議  題：学士・修士一貫、修士・博士一貫カリキュラム、達成度進行へ 

の転換、大学院への飛び入学等の教育改革の方針について 

※提出資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai16/siryou2-3.pdf 
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教育再生実行会議の開催について

平成25年1月15日

閣 議 決 定

１．趣旨

21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を実

行に移していくため、内閣の最重要課題の一つとして教育改革を

推進する必要がある。このため 「教育再生実行会議 （以下「会、 」

議」という ）を開催する。。

２．構成

（１）会議は、内閣総理大臣、内閣官房長官及び文部科学大臣兼

教育再生担当大臣並びに有識者により構成し、内閣総理大臣

が開催する。

（２）内閣総理大臣は、有識者の中から、会議の座長を依頼する。

（３）会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

３．その他

、 、会議の庶務は 文部科学省その他の関係行政機関の協力を得て

内閣官房において処理する。
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教育再生実行会議 構成員 

（平成 26年 4月 1日現在） 

安倍  晋三   内閣総理大臣 

菅   義偉   内閣官房長官 

下村  博文   文部科学大臣兼教育再生担当大臣 

（有識者） 

大竹  美喜   アフラック(ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社)創業者・最高顧問 

尾﨑  正直   高知県知事 

貝ノ瀨  滋   三鷹市教育委員会委員長 

加戸  守行   前愛媛県知事 

蒲島  郁夫   熊本県知事 

◎ 鎌田   薫   早稲田大学総長 

川合  眞紀     東京大学教授、理化学研究所理事 

河野  達信   岩国市立高森小学校教諭、前全日本教職員連盟委員長 

佐々木 喜一   成基コミュニティグループ代表 

鈴木  高弘   専修大学附属高等学校理事・前校長 

武田  美保     スポーツ／教育コメンテーター 

○ 佃   和夫   三菱重工業株式会社相談役 

八木  秀次   麗澤大学教授 

山内  昌之   東京大学名誉教授、明治大学特任教授 

座長◎、副座長○ 

（オブザーバー） 

遠藤  利明   衆議院議員 

富田  茂之   衆議院議員 
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